
○介護保険法（抜粋） 

 

（平成九年十二月十七日） 

（法律第百二十三号） 

 

（特例居宅介護サービス計画費の支給） 

第四十七条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護

サービス計画費を支給する。 

一 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当する

サービス（指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の市町村の条例で定める

員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、

当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われ

るものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅介護支援」という。）を受けた

場合において、必要があると認めるとき。 

二・三 略 

2－5 略 

（指定居宅介護支援事業者の指定） 

第七十九条 第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護

支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所（以下この節において

単に「事業所」という。）ごとに行う。 

2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

第四十六条第一項の指定をしてはならない。 

一 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

二－九 略 

3 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定

めるものとする。 

 

（指定の更新） 

第七十九条の二 第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その

期間の経過によって、その効力を失う。 

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有

効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の

指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有す

る。 

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定

の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。 

 

第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で

定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 

2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の

条例で定める。 

3－6 略 


